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贈与税とは 
 

贈与税は、相続税を回避する行為を防ぐため

に設けられた制度です。生前に財産を贈与して

も、贈与税が課されることになります。贈与税

は、財産を取得した人、つまり受け取る側が負

担します。 

贈与税は個人から財産を受け取った場合に

課される税金です。法人から財産を受け取った

場合は、贈与税ではなく所得税（一時所得）が

課されます。 

贈与税が課される財産には、実際に取得した

贈与財産のほかに、みなし贈与財産があります。 

みなし贈与財産には、保険料を支払わずに受

け取った生命保険金、低額譲渡による利益、債

務免除による利益などが含まれます。 

一方、贈与税が課されないケースもあります。 

社会的な常識の範囲内で受け取る財産、例え

ば香典、年末年始の贈答、見舞金、祝い物など

です。離婚時に分与される財産や慰謝料にも課

税されません。 

また、扶養義務者からの贈与で、通常必要と

する生活費や教育費に関しては、贈与税が課さ

れません。例えば、子どもが親から受け取る生

活費や学費の仕送りは非課税です。 

贈与税の計算には、暦年課税制度と相続時精

算課税制度の2つの方法があります。いずれの

場合も、受贈者が贈与税を負担することになり

ます。 
 

 

暦年課税制度とは 
 

贈与税の暦年課税制度は、1年間（1月1日か

ら12月31日）に受けた贈与の合計額から基礎

控除額110万円を差し引いた金額に対して累

進税率で課税される制度です。110万円を超え

ない場合、贈与税申告は不要ですが、超過分に

対しては贈与税が課されます。 
 

贈与税 ＝ （贈与財産の課税価格  

－ 基礎控除額110万円） × 税率 
 

贈与税の税率は10％から55％まで段階的

に設定されており、贈与額に応じて異なる累進

税率が適用されます。 

1年間に複数の人から贈与を受けた場合、そ

の合計額に対して課税されます。例えば、父親

から80万円、母親から90万円を同じ年に贈与

された場合、合計170万円のうち、基礎控除を

超える60万円に対して贈与税が課されます。 

贈与税の税率は超過累進税率で、相続税より

も累進度が高く設定されています。税率は一般

贈与財産と特例贈与財産（祖父母や父母から18

歳 以 上 の

子 供 や 孫

への贈与）

で異なり、

特 例 贈 与

で は 税 負

担 が 軽 減

されます。 

相続がとても簡単！ 

暦年課税･相続時精算課税の利用 

 

 

 

生前贈与を適切に活用すれば効果的な相続税対策が可能です。ここでは暦年課税制度・

相続時精算課税制度の併用を検討します。この知識を活用することで、贈与税負担を

軽減できる可能性があります。 

 

生前贈与 



 

 

 

相続時精算課税制度 
 

相続時精算課税制度は、60歳以上の祖父母

や父母から、推定相続人である18歳以上の子

どもや孫への贈与に適用される制度です。 

この制度では、贈与財産と相続財産を合算し

て相続税を計算します。一度選択すると、暦年課

税制度に戻すことはできません。この制度の特

徴は、年間110万円の基礎控除と2,500万円の

特別控除があることです。毎年110万円までは

非課税で、110万円を超える部分も累計2,500

万円まで非課税となります。2,500万円を超え

た分には一律20%の税率が適用されます。 
 
贈与税額 ＝ （課税価格から110万円を控除

した金額の複数年間にわたる

累計額－2,500万円） ✕ 20％ 
 

この制度は実質的に相続税の前払いと考えら

れ、将来の相続税負担を軽減する効果があります。 

 
 

暦年課税と相続時精算課税の選択 
 

暦年課税と相続時精算課税を選択する目的

は、基礎控除額を大きくし、より大きな財産を

贈与することにあります。 

まず、１人の子供が父親と母親の両方から同

じ制度で贈与を受けた場合を考えてみましょ

う。暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに1

年間で110万円です。したがって、父親と母親

の２人から暦年課税による贈与を受けた場合、

合計した金額から差し引ける基礎控除額は

110万円だけです。 

相続時精算課税の基礎控除額も同様に、受贈

者ごとに1年間で110万円です。ただし、相続

時精算課税を選択すると、贈与者ごとに2,500

万円の特別控除額があります。そのため、贈与

税申告書の第二表（相続時精算課税の計算明細

書）は父親分と母親分の2枚必要になります。 

基礎控除額110万円は、贈与財産の課税価格

に応じて父親と母親に按分されます。特別控除

額は、贈与者ごとに2,500万円で、按分する必

要はありません。例えば、父親から600万円、

母親から400万円の贈与を受け、初めて相続時

精算課税を選択する場合、基礎控除額の按分計

算が必要です。父親からの贈与に係る基礎控除

額は66万円、母親からの贈与に係る基礎控除

額は44万円となります。 
 
          600万円（※1） 
110万円 ×          ＝ 66万円 
         1,000万円（※2） 
 
          400万円（※3） 
110万円 ×          ＝ 44万円 
         1,000万円（※2） 

 
※1 父から贈与を受けた財産の価額 
※2 父および母から贈与を受けた財産の価額の合計額 
※3 母から贈与を受けた財産の価額 

 

父親と母親にはそれぞれ特別控除額2,500

万円があるため、いずれも贈与税額はゼロとな

ります。しかし、基礎控除額からの控除額には、

以下のような計算となり、按分計算による影響

が出ています。 
 

【父親から贈与】 

贈与財産600万円 － 基礎控除額66万円 

－ 特別控除額534万円 ＝ 贈与税額ゼロ円 

【母親からの贈与】 

贈与財産400万円  － 基礎控除額44万円  

－ 特別控除額356万円 ＝ 贈与税額ゼロ円 
 

以上から、父親と母親の両方から暦年贈与で

贈与を受けた場合、父親と母親の両方から相続

時精算課税で贈与を受けた場合、いずれも基礎

控除額は110万円であり、節税効果に違いは生

じません。 
父親が相続時精算課税、母親が暦年課税を

別々に選択している場合、子供の基礎控除額に

ついて、同じ課税方法を選択した場合とは異な

り、節税効果が生じる可能性があります。この点

については個々の状況によって異なる場合があ

るため、税理士に相談することをお勧めします。 
 

（公認会計士/税理士 岸田康雄著『相続生前対策パ
ーフェクトガイド』『富裕層のための相続税対策と資
産運用」より日本ビズアップが編集』   



 

 

 
 

 

 

 

相続が発生した後に、すぐ請求できる生命

保険金があったので、葬儀費用の支払いなど

に充てることができてとても助かった、とい

う話を聞きます。 

では、具体的にどのように請求したらよい

のか、またその注意点などを見てみましょう。 

 

（１）生命保険についてするべき手続き 

❶被相続人（亡くなった人）が契約者ではある

が被保険者にはなっていないもの 

こちらは保険契約の権利を承継するため 

の相続手続きになります。 
 

❷被相続人が被保険者になっているもの 

こちらは被相続人の死亡により保険金を 

請求できるため、保険事故の発生という 

扱いになります。 
 

それぞれ請求できるのはその保険の受取人

に指定されている人ですが、死亡の連絡は契

約者が別であれば契約者からすることもでき

ます。 

 

（２）生命保険金の請求期限について 

死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5

年）となっているため、忘れないようにしなく

てはなりません。 

なお、期間は被相続人が亡くなった日から

となります。 

また、生命保険金の請求手続き保険会社に

よっても異なりますが、一般的には郵送やオ

ンラインで行われるのが多いです。 

手続きの標準的な流れは次のとおりです。 

①生命保険会社の保険証書に記載されている連

絡先に、証券番号・被保険者氏名・亡くなった

日などを連絡 

支払われる生命保険金は、死亡原因によっ

て変わる場合があります。例えば不慮の事故

で死亡した場合には災害死亡保険金、それ以

外の疾病などで死亡した場合には死亡保険金

といったパターンが考えられます。 
 

②連絡後、生命保険会社から 

請求に必要な書類が届く 

生命保険会社指定の請求書に医師発行によ

る死亡診断書・本人確認書類を提出します。 
 

③請求から支払いまでの期間は、 

一般的には 1 週間程度 

ただし以下の場合は支払いが遅れるまたは

支払われない場合があります。 
 

●支払事由非該当、告知義務違反、記載事項

の不備、免責事項抵触、重大事由による解

除、保険金詐欺や不法行為、契約失効 

生命保険の死亡保険金は不動産や預貯金な

ど、その他の遺産とは区別されます。 

不動産や預貯金はそのすべてが法定相続人

全員の協議によって決め、法定相続分で相続

するのが一般的です。しかし保険金について

は、受取人が特定の相続人に指定されていれ

ば保険金の請求をすることができるのです。 

また、相続放棄をした相続人であっても、死

亡保険金は受け取ることができます。保険の

手続きは期限もありますので、被相続人が亡

くなった後、できるだけ早めに行いましょう。   

相続 Q&A 

相続時の生命保険金請求方法を教えてください。 

生命保険についてするべき手続きは 

大まかに２通りあります。 
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